
毎
週　

月
･
水
･
金
曜
日
発
行

　
　

告　
　

示

○
定
数
漁
業
の
許
可
申
請
期
間　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
漁　

政　

課
）　

一

○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
に
基
づ
く
土
地
の
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
認
定
に
係
る
事
務
処
理
要
綱

　

の
廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
土
地
資
源
対
策
課
）　

一

○
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
に
基
づ
く
土
地
の
特
定
住
宅
建
設
事
業
認
定
に
係
る
事
務
処
理
要
綱
の

　

廃
止　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　

〃　
　
　

）　

二

　
　

登　

載　

依　

頼

○
熊
本
近
代
文
学
館
協
議
会
の
会
議
の
開
催　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
熊
本
近
代
文
学
館
協
議
会
）　

二

○
熊
本
県
職
員
等
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
）　

二

○
熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　
　

〃　
　
　

）　

三

○
熊
本
県
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　
　

〃　
　
　

）　

四

○
熊
本
県
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　
　

〃　
　
　

）　

四

○
熊
本
県
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則　

（　
　
　
　

〃　
　
　

）　

四

○
熊
本
県
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　
　

〃　
　
　

）　

四

○
熊
本
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　
　

〃　
　
　

）　

五

○
熊
本
県
職
員
の
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　

規
則　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（
人
事
委
員
会
事
務
局
）　

六

○
熊
本
県
職
員
の
農
林
漁
業
改
良
普
及
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　
　

〃　
　
　

）　

七

○
熊
本
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　
　

〃　
　
　

）　

八

○
熊
本
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　
　

〃　
　
　

）　

八

○
熊
本
県
職
員
の
昇
給
停
止
年
齢
の
改
定
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
規
則

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

（　
　
　
　

〃　
　
　

）　

九

○
公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則　
　
　
　

（　
　
　
　

〃　
　
　

）
一
〇

熊
本
県
告
示
第
百
六
十
号

　

熊
本
県
漁
業
調
整
規
則
（
昭
和
四
十
年
熊
本
県
規
則
第
十
八
号
の
二
）
第
八
条
第
三
項
及
び
第
二
十
一

条
第
三
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
申
請
す
べ
き
期
間
を
次
の
と
お
り
定
め
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

一　

許
可
又
は
起
業
の
認
可
を
す
る
漁
業
名
称
、
漁
業
種
類
及
び
操
業
区
域

二　

申
請
期
間

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日
か
ら
平
成
十
四
年
三
月
十
一
日
ま
で

熊
本
県
告
示
第
百
六
十
一
号

　

昭
和
六
十
一
年
十
二
月
二
十
日
熊
本
県
告
示
第
九
百
四
十
三
号
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
に
基
づ
く

土
地
の
特
定
住
宅
地
造
成
事
業
認
定
に
係
る
事
務
処
理
要
綱
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子
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目　
　

次 

告　
　
　
　

示

漁　

業　

名　

称

固
定
式
刺
し
網
漁
業

漁　
　

業　
　

種　
　

類

く
ち
ぞ
こ
刺
し
網
漁
業

操　

業　

区　

域

不
知
火
海



熊
本
県
告
示
第
百
六
十
二
号

　

昭
和
六
十
一
年
十
二
月
二
十
日
熊
本
県
告
示
第
九
百
四
十
四
号
（
租
税
特
別
措
置
法
施
行
令
に
基
づ
く

土
地
の
特
定
住
宅
建
設
事
業
認
定
に
係
る
事
務
処
理
要
綱
）
は
、
廃
止
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
知
事　

潮　

谷　

義　

子

熊
本
近
代
文
学
館
協
議
会
公
告
第
一
号

　

熊
本
近
代
文
学
館
協
議
会
の
会
議
を
、
次
の
と
お
り
開
催
す
る
。

　

な
お
、
当
該
会
議
の
傍
聴
手
続
き
は
、
次
の
と
お
り
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
近
代
文
学
館
協
議
会

一　

開
催
日
時

　
　

平
成
十
四
年
三
月
十
五
日
（
金
）

　
　

午
後
二
時
か
ら
午
後
四
時
ま
で

二　

開
催
場
所

　
　

熊
本
市
出
水
二
丁
目
五｜

一

　
　

熊
本
県
立
図
書
館
三
階
大
研
修
室

三　

議
題

　

１　

平
成
十
三
年
度
事
業
報
告
に
つ
い
て

　

２　

平
成
十
四
年
度
特
別
展
計
画
に
つ
い
て

　

３　

熊
本
近
代
文
学
館
展
示
作
家
の
見
直
し
（
追
加
）
に
つ
い
て

四　

傍
聴
人
の
定
員

　
　

十
人

五　

傍
聴
手
続

　

１　

傍
聴
希
望
者
は
、
会
議
の
開
催
予
定
時
刻
ま
で
に
、
当
該
会
議
の
会
場
に
お
い
て
、
協
議
会
の
座

　
　

長
の
許
可
を
得
た
う
え
で
、
会
議
の
会
場
に
入
る
こ
と
が
で
き
る
。

　

２　

傍
聴
の
手
続
き
は
、
先
着
順
で
行
い
、
定
員
に
な
り
次
第
終
了
す
る
。

六　

問
い
合
わ
せ
先

　
　

熊
本
市
出
水
二
丁
目
五
番
一
号

　
　

熊
本
近
代
文
学
館
協
議
会
事
務
局
（
熊
本
県
立
図
書
館
総
務
課
企
画
広
報
係
）

　
　

（
電
話
〇
九
六｜

三
八
四｜

五
〇
〇
〇
）

　

熊
本
県
職
員
等
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
八
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
等
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
等
の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則（
昭
和
二
十
六
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
五
号
中
「
以
下
「
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ

れ
」
を
「
以
下
「
外
国
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
若
し
く
は
公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職

員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
三
号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
条

例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
、
」
に
改
め
る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
」
を
「
外
国
派
遣
条
例
第
二

条
第
一
項
若
し
く
は
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
」
に
改
め
る
。

　

第
七
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

職
員
が
月
の
一
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
の
全
日
数
に
わ
た
つ
て
勤
務
し
な
か
つ
た
場
合
（
次
の
各

　

号
に
掲
げ
る
場
合
を
除
く
。
）
は
、
管
理
職
手
当
は
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

一　

一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
の
十
第
一
項
又
は
県
立
学
校
給
与
条
例
第
二
十
一
条
第
一
項
の
規

　
　

定
に
該
当
す
る
場
合

　

二　

公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第

　
　

百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　

に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
、
病
気
休
暇
（
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
第
一
号
又
は
第
二
号

　
　

の
休
暇
を
い
う
。
）
を
与
え
ら
れ
た
場
合

　

三　

外
国
派
遣
条
例
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
に
係
る
通
勤
に
よ
る
負

　
　

傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
、
病
気
休
暇
（
勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
第
二
号
の
休
暇
を
い
う
。
次
号

　
　

に
お
い
て
同
じ
。
）
を
与
え
ら
れ
た
場
合

　

四　

公
益
法
人
等
派
遣
条
例
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
の
派
遣
先
団
体
（
公
益
法
人
等
派

　
　

遣
条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
派
遣
先
団
体
を
い
う
。
）
若
し
く
は
公
益
法
人
等
へ
の

　
　

一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
こ
の
号
に

　
　

お
い
て
「
公
益
法
人
等
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
の
特
定
法

　
　

人
（
公
益
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
を
い
う
。
）
に
お
け
る
業
務
に
係

　
　

る
通
勤
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
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登　

載　

依　

頼



　
　

項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
）
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
よ
り
、
病
気
休
暇
を
与
え
ら
れ
た

　
　

場
合

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ

に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
、
昇
格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
人
事
委

員
会
規
則
第
六
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
第
一
項
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三　

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十

　
　

号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者

　

第
十
四
条
第
二
項
中
「
以
下
「
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
に
定
め
る
派
遣
職
員
（
以
下
「
派
遣
職
員
」

と
い
う
」
を
「
以
下
「
外
国
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
（
以
下

「
外
国
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
又
は
公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
三
号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
に

規
定
す
る
派
遣
職
員
（
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
」
と
い
う
）
に
改
め
る
。

　

第
二
十
一
条
第
二
項
第
五
号
中
「
派
遣
職
員
」
を
「
外
国
派
遣
職
員
及
び
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
」
に

改
め
、
同
項
第
六
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

六　

外
国
派
遣
職
員
及
び
公
益
法
人
等
派
遣
職
員

　

第
二
十
四
条
の
二
第
一
項
中
「
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
」
を
「
外
国
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
若
し

く
は
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
」
に
改
め
る
。

　

第
二
十
四
条
の
三
中
「
派
遣
職
員
」
を
「
外
国
派
遣
職
員
又
は
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
」
に
改
め
る
。

　

別
表
第
十
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
十　

休
職
期
間
等
調
整
換
算
表
（
第
二
十
四
条
の
二
関
係
）

　

備
考

　
　

１　

こ
の
表
に
よ
り
換
算
す
る
休
職
等
の
期
間
は
、
復
職
等
の
日
に
お
い
て
受
け
る
給
料
月
額
を
受

　
　
　

け
る
に
至
つ
た
日
以
後
の
休
職
等
の
期
間
に
限
る
も
の
と
す
る
。

　
　

２　

外
国
派
遣
職
員
及
び
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
に
関
す
る
こ
の
表
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
派
遣
先

　
　
　

の
業
務
（
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
の
当
該
業
務
に
係
る
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二

　
　
　

年
法
律
第
五
十
号
）
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
含
む
。
）
を
公
務
と
み
な

　
　
　

す
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

中　

島　

伸　

之
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休　
　

職　
　

等　
　

の　
　

期　
　

間

地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
。
以

下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に

よ
る
休
職
（
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
（
地
方

公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
以
下

こ
の
表
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
係

る
も
の
に
限
る
。
）
又
は
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
若
し

く
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病
に
係
る
休
暇
の
期
間

外
国
派
遣
職
員
又
は
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
の
派
遣
の
期
間

大
学
院
修
学
休
業
の
期
間

専
従
許
可
の
有
効
期
間

勤
務
時
間
条
例
第
十
五
条
に
規
定
す
る
介
護
休
暇
の
期
間

法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
一
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
（
公
務
上

の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病

に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
又
は
公
務
外
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病

に
よ
る
休
暇
（
通
勤
に
よ
る
災
害
に
係
る
も
の
を
除
く
。
）
の

期
間

法
第
二
十
八
条
第
二
項
第
二
号
の
規
定
に
よ
る
休
職
の
期
間

（
無
罪
判
決
を
受
け
た
場
合
の
休
職
の
期
間
に
限
る
。
）

換　
　
　

算　
　
　

率

三
分
の
三
以
下

三
分
の
二
以
下

二
分
の
一
以
下

三
分
の
一
以
下

（
結
核
性
疾
患
に
あ
つ
て
は
、
二

分
の
一
以
下
）

三
分
の
三
以
下



熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
の
初
任
給
調
整
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
六
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十

号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
六
条
第
二
項
中
「
派
遣
条
例
」
を
「
外
国
派
遣
条
例
」
に
、
「
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
」
を
「
規

定
若
し
く
は
公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第

五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
の
住
居
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
四
十
九
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
九
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
若
し
く
は
地
方
公
務
員
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第

四
条
に
掲
げ
る
法
人
」
を
「
、
地
方
公
務
員
等
共
済
組
合
法
（
昭
和
三
十
七
年
法
律
第
百
五
十
二
号
）
第

四
条
に
掲
げ
る
法
人
、
公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本

県
条
例
第
五
十
三
号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す

る
派
遣
先
団
体
」
に
改
め
る
。

　

第
四
条
の
三
中
「
、
当
該
適
用
」
を
「
当
該
適
用
、
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に

よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
職
員
に
あ
つ
て
は
当
該
復
帰
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
二
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
の
通
勤
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
三
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
九
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
六
条
第
一
号
中
「
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
」
の
下
に
「
又
は
公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職

員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
こ
と
に
伴
い
、
当
該
復
帰
の
直
前
の
勤
務
地
と
所
在
す
る
地
域
を
異
に
す

る
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
」
を
加
え
、
「
当
該
適
用
前
」
を
「
当
該
適
用
又
は
当
該
復
帰

前
」
に
、
「
住
宅
」
を
「
住
居
を
含
む
。
）
又
は
当
該
復
帰
の
直
前
の
住
居
（
当
該
復
帰
の
日
以
後
に
転

居
す
る
場
合
に
お
い
て
、
特
別
急
行
列
車
等
を
通
勤
の
た
め
利
用
す
る
経
路
に
変
更
が
生
じ
な
い
と
き
の

当
該
転
居
後
の
住
居
及
び
人
事
委
員
会
が
こ
れ
に
準
ず
る
と
認
め
る
住
居
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
三
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
の
単
身
赴
任
手
当
に
関
す
る
規
則
（
平
成
二
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）
の
一

部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
一
号
中
「
職
員
と
な
り
、
こ
れ
」
を
「
職
員
と
な
っ
た
こ
と
又
は
公
益
法
人
等
へ
の

熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
三
号
）
第
二
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
た
こ
と
（
以
下
「
復
帰
」
と
い
う
。
）
」
に
、
「
当
該
適
用
」
を

「
当
該
適
用
又
は
復
帰
」
に
改
め
、
同
項
第
七
号
中
「
国
家
公
務
員
等
で
あ
っ
た
者
又
は
」
を
「
国
家
公

務
員
等
で
あ
っ
た
者
若
し
く
は
」
に
、
「
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
こ
れ
」
を

「
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
っ
た
こ
と
又
は
復
帰
」
に
、
「「
適

用
」
」
を
「「
適
用
又
は
復
帰
」
」
に
改
め
、
「（
人
事
交
流
等
に
よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と

な
っ
た
者
に
限
る
。
）
」
を
削
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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熊
本
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
四
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
の
特
地
勤
務
手
当
等
に
関
す
る
規
則（
昭
和
四
十
六
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
七
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
五
条
第
二
項
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

２　

一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
第
二
項
及
び
県
立
学
校
給
与
条
例
第
十
四
条
の
三
第
二
項
の
一

　

般
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び
県
立
学
校
給
与
条
例
第
十
四
条
の
三
第
一
項
の
規
定
に

　

よ
る
手
当
を
支
給
さ
れ
る
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
人
事
委
員
会
規

　

則
で
定
め
る
職
員
は
、
次
に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

　

一　

公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
五
十

　
　

三
号
。
（
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら

　
　

職
務
に
復
帰
し
、
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
在
勤
す
る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を

　
　

移
転
し
た
者

　

二　

新
た
に
特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
公
署
に
在
勤
す
る
職
員
で
そ
の

　
　

特
地
公
署
又
は
準
特
地
公
署
に
該
当
す
る
こ
と
と
な
つ
た
日
（
以
下
「
指
定
日
」
と
い
う
。
）
前
三

　
　

年
以
内
に
給
与
に
関
す
る
他
の
条
例
の
規
定
の
適
用
を
受
け
て
い
た
者
若
し
く
は
国
家
公
務
員
等
で

　
　

あ
つ
た
者
か
ら
人
事
交
流
等
に
よ
り
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
と
な
り
、
又
は
公
益

　
　

法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
派
遣
か
ら
職
務
に
復
帰
し
、
当
該
公
署
に
在
勤
す

　
　

る
こ
と
と
な
つ
た
こ
と
に
伴
つ
て
住
居
を
移
転
し
た
も
の

　

第
五
条
第
三
項
第
一
号
中
「
移
転
し
た
職
員
」
の
下
に
「
又
は
前
項
第
一
号
に
規
定
す
る
職
員
」
を
、

「
日
」
の
下
に
「
又
は
復
帰
し
た
日
」
を
加
え
、
同
項
第
三
号
中
「
前
項
」
を
「
前
項
第
二
号
」
に
改
め
、

「
受
け
る
こ
と
と
な
つ
た
日
」
の
下
に
「
又
は
復
帰
し
た
日
」
を
加
え
る
。

　

別
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
（
第
一
条
、
第
二
条
、
第
三
条
関
係
）
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組

織

区

分

知
事
の

事
務
部

局

所　
　

在　
　

地

阿
蘇
郡
阿
蘇
町

阿
蘇
郡
阿
蘇
町

球
磨
郡
五
木
村

球
磨
郡
五
木
村

公　
　
　
　
　
　
　
　

署

農
業
大
学
校
阿
蘇
校
舎

農
業
研
究
セ
ン
タ
ー
畜
産
研
究
所
草
地
畜
産
研
究
所

球
磨
地
域
振
興
局
川
辺
川
ダ
ム
生
活
再
建
相
談
所

人
吉
保
健
所
五
木
駐
在

級

別

区

分

三
級
地

二
級
地

警　

察

阿
蘇
郡
高
森
町

阿
蘇
郡
阿
蘇
町

阿
蘇
郡
小
国
町

阿
蘇
郡
小
国
町

阿
蘇
郡
南
小
国
町

阿
蘇
郡
南
小
国
町

阿
蘇
郡
産
山
村

阿
蘇
郡
波
野
村

阿
蘇
郡
高
森
町

阿
蘇
郡
蘇
陽
町

阿
蘇
郡
蘇
陽
町

上
益
城
郡
矢
部
町

八
代
郡
泉
村

葦
北
郡
芦
北
町

球
磨
郡
五
木
村

本
渡
市
宮
地
岳
町

天
草
郡
御
所
浦
町

天
草
郡
天
草
町

天
草
郡
天
草
町

天
草
郡
天
草
町

天
草
郡
河
浦
町

牛
深
市
深
海
町

菊
池
市
大
字
重
味

阿
蘇
郡
南
小
国
町

上
益
城
郡
清
和
村

葦
北
郡
芦
北
町

球
磨
郡
水
上
村

天
草
郡
松
島
町

天
草
郡
龍
ヶ
岳
町

天
草
郡
姫
戸
町

天
草
郡
苓
北
町

天
草
郡
河
浦
町

野
尻
駐
在
所

阿
蘇
山
上
警
備
派
出
所

北
里
駐
在
所

杖
立
駐
在
所

満
願
寺
駐
在
所

黒
川
駐
在
所

産
山
駐
在
所

波
野
駐
在
所

草
部
駐
在
所

二
瀬
本
駐
在
所

馬
見
原
駐
在
所

下
名
連
石
駐
在
所

泉
駐
在
所

吉
尾
駐
在
所

頭
地
駐
在
所

宮
地
岳
駐
在
所

御
所
浦
駐
在
所

下
田
駐
在
所

高
浜
駐
在
所

大
江
駐
在
所

宮
野
河
内
駐
在
所

深
海
駐
在
所

水
源
駐
在
所

赤
馬
場
駐
在
所

清
和
駐
在
所

天
月
駐
在
所

水
上
駐
在
所

教
良
木
駐
在
所

竜
ヶ
岳
駐
在
所

姫
戸
駐
在
所

都
呂
々
駐
在
所

崎
津
駐
在
所

三
級
地

二
級
地

一
級
地



　
　
　

附　

則

　

（
施
行
期
日
）

１　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

（
経
過
措
置
）

２　

こ
の
規
則
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
特
地
勤
務
手
当
の
支
給

　

を
受
け
て
い
た
職
員
で
、
当
該
職
員
に
係
る
こ
の
規
則
に
よ
る
改
正
後
の
熊
本
県
職
員
の
特
地
勤
務
手

　

当
等
に
関
す
る
規
則
第
二
条
の
規
定
に
基
づ
く
施
行
日
以
後
の
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
（
以
下
「
新
手

　

当
の
月
額
」
と
い
う
。
）
が
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
特
地
勤
務
手
当
の
月
額
（
以
下
「
旧
手
当
の
月

　

額
」
と
い
う
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
特
地
勤
務
手
当
の
支
給
を

　

受
け
な
い
こ
と
と
な
る
者
を
含
む
。
）
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
当
該
職
員
が
施
行
日
の
前
日
に
勤

　

務
し
て
い
た
公
署
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
同
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
新
手
当

　

の
月
額
が
当
該
職
員
に
係
る
旧
手
当
の
月
額
に
達
す
る
ま
で
の
間
（
同
条
の
規
定
に
基
づ
く
特
地
勤
務

　

手
当
の
支
給
を
受
け
な
い
者
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
以
後
）
、
旧
手
当
の
月
額
に
相
当
す
る
額
の
特
地

　

勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

３　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
地
公
署
（
熊
本
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二

　

十
六
年
熊
本
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「
一
般
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に

　

規
定
す
る
特
地
公
署
及
び
熊
本
県
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
熊
本
県
条
例

　

第
十
九
号
。
以
下
「
県
立
学
校
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
地
学

　

校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
お
け
る
級
別
区
分
が
施
行
日
の

　

前
日
に
お
け
る
級
別
区
分
よ
り
下
位
と
な
る
特
地
公
署
又
は
施
行
日
に
お
い
て
準
特
地
公
署
（
一
般
職

　

員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
準
特
地
公
署
及
び
県
立
学
校
給
与
条
例
第
十
四
条
の

　

三
第
一
項
に
規
定
す
る
準
特
地
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
な
る
も
の
は
、
施
行
日
の
前
日
に
当

　

該
公
署
に
勤
務
す
る
職
員
で
施
行
日
以
後
当
該
公
署
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る

　

特
地
勤
務
手
当
に
準
ず
る
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
特
地
公
署
と
み
な
す
。

４　

施
行
日
の
前
日
に
お
い
て
特
地
等
公
署
（
一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る

　

特
地
公
署
及
び
県
立
学
校
給
与
条
例
第
十
四
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
特
地
学
校
又
は
一
般
職
員
給

　

与
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
準
特
地
公
署
及
び
県
立
学
校
給
与
条
例
第
十
四
条
の
三
第

　

一
項
に
規
定
す
る
準
特
地
学
校
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
と
さ
れ
て
い
た
公
署
の
う
ち
、
施
行
日
に
お

　

い
て
特
地
等
公
署
と
し
て
指
定
さ
れ
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
は
、
施
行
日
の
前
日
に
当
該
公
署
に
勤
務

　

す
る
職
員
で
施
行
日
以
後
当
該
公
署
に
引
き
続
き
勤
務
す
る
こ
と
と
な
る
も
の
に
係
る
特
地
勤
務
手
当

　

に
準
ず
る
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
は
、
施
行
日
の
前
日
に
お
け
る
特
地
等
公
署
と
み
な
す
。

　

熊
本
県
職
員
の
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
五
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
の
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

　
　
　

規
則

　

熊
本
県
職
員
の
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
熊
本
県

人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
一
条
第
一
号
中
「
休
職
さ
れ
て
い
る
」
を
「
休
職
に
さ
れ
て
い
る
」
に
、
同
条
第
八
号
中
「
に
定
め

る
派
遣
職
員
（
以
下
「
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
」
を
「
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
（
以
下

「
外
国
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
及
び
公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平

成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
三
号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
に

規
定
す
る
派
遣
職
員
（
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
」
に
改
め
る
。

　

第
二
条
第
三
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ホ　

退
職
派
遣
者
（
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十

　
　
　

二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
（
人

　
　
　

事
委
員
会
の
定
め
る
者
に
限
る
。
）

　

第
四
条
の
二
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
特
定
幹
部
職
員
と
し
な
い
職
員
）

第
四
条
の
二　

一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
の
五
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
次

　

に
掲
げ
る
職
員
と
す
る
。

　

一　

休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
の
十
第
一
項
に
該
当
す
る
職
員

　
　

以
外
の
職
員

　

二　

外
国
派
遣
職
員
及
び
公
益
法
人
等
派
遣
職
員

　

三　

熊
本
県
職
員
の
管
理
職
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
一

　
　

号
）
の
規
定
に
よ
る
管
理
職
手
当
の
支
給
割
合
が
百
分
の
二
十
五
、
百
分
の
二
十
三
、
百
分
の
二
十

　
　

又
は
百
分
の
十
八
と
定
め
ら
れ
て
い
る
職
に
あ
る
職
員
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
を
除
く
。
）

　
　

の
う
ち
次
に
掲
げ
る
職
員
以
外
の
職
員

　
　

イ　

行
政
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
九
級
、
十
級
及
び
十
一
級
の
職

　
　
　

員
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教
育
庁

県
立
学

校

菊
池
市
大
字
原

八
代
郡
泉
村

球
磨
郡
五
木
村

天
草
郡
天
草
町

菊
池
少
年
自
然
の
家

八
代
農
業
高
等
学
校
泉
分
校

人
吉
高
等
学
校
五
木
分
校

天
草
高
等
学
校
天
草
西
校

二
級
地

二
級
地

一
級
地



　
　

ロ　

公
安
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
九
級
及
び
十
級
の
職
員

　
　

ハ　

研
究
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
五
級
の
職
員

　
　

ニ　

医
療
職
給
料
表　

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
四
級
の
職
員

（一）

　
　

ホ　

医
療
職
給
料
表　

の
適
用
を
受
け
る
職
員
の
う
ち
、
職
務
の
級
が
七
級
の
職
員

（二）

　

第
四
条
の
四
中
「
熊
本
県
職
員
」
を
「
第
四
条
の
二
第
一
号
及
び
第
二
号
に
規
定
す
る
職
員
以
外
の
職

員
で
熊
本
県
職
員
」
に
、
「
第
四
条
の
二
各
号
」
を
「
第
四
条
の
二
第
三
号
イ
か
ら
ホ
ま
で
」
に
改
め
、

「（
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
一
般
職
員
給
与
条
例
第
十
五
条
の
十
第
一
項
に
該
当
す
る
職
員
以

外
の
職
員
及
び
派
遣
職
員
を
除
く
。
）
」
を
削
る
。

　

第
五
条
第
二
項
第
二
号
中
「
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
」
の
下
に
「（
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
に
あ
つ
て

は
、
育
児
休
業
、
介
護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年

法
律
第
七
十
六
号
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
を
い
う
。
第
十
一
条
第
二
項
第
二
号
に
お
い
て
同

じ
。
）
」
を
加
え
る
。

　

第
六
条
第
一
項
第
二
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。

　
　

ホ　

退
職
派
遣
者
（
人
事
委
員
会
の
定
め
る
者
に
限
る
。
）

　

第
六
条
の
二
第
二
項
中
「
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ニ
」
を
「
前
条
第
一
項
第
二
号
イ
か
ら
ホ
」
に

改
め
る
。

　

第
七
条
第
三
号
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

三　

外
国
派
遣
職
員
及
び
公
益
法
人
等
派
遣
職
員

　

第
十
一
条
第
二
項
第
五
号
中
「
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
以
下

同
じ
。
）
に
よ
る
負
傷
者
若
し
く
は
」
を
「
次
に
掲
げ
る
負
傷
又
は
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加

え
る
。

　
　

イ　

公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

　
　
　

第
百
二
十
一
号
）第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
　

に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病

　
　

ロ　

外
国
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は

　
　
　

疾
病

　
　

ハ　

公
益
法
人
等
派
遣
職
員
の
派
遣
先
団
体
（
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規

　
　
　

定
す
る
派
遣
先
団
体
を
い
う
。
）
若
し
く
は
退
職
派
遣
者
の
特
定
法
人
（
公
益
法
人
等
派
遣
法
第

　
　
　

十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
を
い
う
。
）
に
お
け
る
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は

　
　
　

通
勤
（
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三

　
　
　

項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
）
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病

　

第
十
一
条
第
二
項
第
八
号
中
「
公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
」
を

「
第
五
号
イ
か
ら
ハ
ま
で
に
掲
げ
る
負
傷
又
は
」
に
改
め
る
。

　

第
十
三
条
の
八
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
期
末
特
別
手
当
基
礎
額
に
係
る
加
算
を
受
け
な
い
職
員
）

第
十
三
条
の
八　

大
学
教
育
職
員
給
与
条
例
第
十
八
条
の
二
第
四
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員

　

は
、
休
職
に
さ
れ
て
い
る
職
員
の
う
ち
公
務
傷
病
等
に
よ
る
休
職
者
以
外
の
職
員
と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
の
農
林
漁
業
改
良
普
及
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す

る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　
　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
六
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
の
農
林
漁
業
改
良
普
及
手
当
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
の
農
林
漁
業
改
良
普
及
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則

第
十
四
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
第
一
号
中
「
又
は
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）

第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
）
」
を
「
若
し
く
は
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法

（
昭
和
四
十
二
年
法
律
第
百
二
十
一
号
）
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
に
よ
る
負
傷
若

し
く
は
疾
病
（
外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
等
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭

和
六
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
六
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
上
の
負
傷

若
し
く
は
疾
病
又
は
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
に
よ
る
負

傷
若
し
く
は
疾
病
を
含
む
。
）
又
は
公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
三
年
熊
本
県
条
例
第
五
十
三
号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
に
規

定
す
る
派
遣
職
員
の
派
遣
先
団
体
（
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規
定
す
る
派
遣
先

団
体
を
い
う
。
）
若
し
く
は
公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成

十
二
年
法
律
第
五
十
号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職

派
遣
者
の
特
定
法
人
（
公
益
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
を
い
う
。
）
に
お
け

る
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
若
し
く
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）

第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
」
に
改
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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熊
本
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
七
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
七
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
十
条
の
二
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

６　

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
等
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
十
三

　

年
熊
本
県
条
例
第
六
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
（
以
下
「
外
国
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）

　

又
は
公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
五
十

　

三
号
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
（
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
で

　

あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
職
務
に
復
帰
し
た
も
の
の
年
次
有
給
休
暇
の
日
数
に
つ
い
て
は
、
地
方

　

公
営
企
業
労
働
関
係
法
適
用
職
員
等
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
職
員
と
な
っ
た
も
の
の
例
に
よ

　

る
。

　

第
十
二
条
の
二
の
見
出
し
を
「（
病
気
休
暇
）
」
に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２　

外
国
派
遣
職
員
又
は
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
職
務
に
復
帰
し
た
も

　

の
の
病
気
休
暇
の
期
間
が
当
該
復
帰
日
前
の
病
気
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
の
期
間
に
引
き
続
く
場
合
に

　

あ
っ
て
は
、
当
該
復
帰
日
前
の
病
気
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
の
期
間
を
当
該
復
帰
日
以
後
の
病
気
休
暇

　

の
期
間
に
通
算
す
る
も
の
と
す
る
。

　

第
十
二
条
の
二
の
次
に
次
の
一
条
を
加
え
る
。

第
十
二
条
の
三　

勤
務
時
間
条
例
第
十
三
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
職
員
の

　

区
分
に
応
じ
て
、
当
該
各
号
に
掲
げ
る
業
務
を
公
務
と
み
な
す
。

　

一　

地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法
適
用
職
員
等
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
職
員
と
な
っ
た
も
の

　
　
　

地
方
公
営
企
業
労
働
関
係
法
適
用
職
員
等
と
し
て
従
事
し
て
い
た
業
務

　

二　

外
国
派
遣
職
員
又
は
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
で
あ
っ
た
者
で
あ
っ
て
引
き
続
き
職
務
に
復
帰
し
た

　
　

も
の　

外
国
派
遣
職
員
又
は
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
と
し
て
従
事
し
て
い
た
業
務

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
八
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

　

熊
本
県
職
員
等
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
規
則
（
平
成
十
一
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号
）

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

　

第
二
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

　

（
勤
務
し
た
期
間
に
相
当
す
る
期
間
）

第
二
条　

育
児
休
業
条
例
第
五
条
の
二
第
一
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
期

　

間
と
す
る
。

　

一　

休
暇
の
期
間
そ
の
他
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
特
に
承
認
の
あ
っ
た
期
間
の
う
ち
、
次
に
掲
げ
る

　
　

期
間
以
外
の
期
間

　
　

イ　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
十
号
）
第
二
条
の
規
定
に

　
　
　

よ
り
育
児
休
業
（
公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊

　
　
　

本
県
条
例
第
五
十
三
号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
一
号
に
規
定

　
　
　

す
る
派
遣
職
員
（
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
育
児
休
業
、
介

　
　
　

護
休
業
等
育
児
又
は
家
族
介
護
を
行
う
労
働
者
の
福
祉
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
七
十

　
　
　

六
号
。
以
下
「
育
児
介
護
休
業
法
」
と
い
う
。
）
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休
業
を
い
う
。
）

　
　
　

を
し
て
い
た
期
間
及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
一
号
）
第
二
十
条
の
三
第

　
　
　

一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
た
期
間

　
　

ロ　

熊
本
県
職
員
の
期
末
手
当
、
勤
勉
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
八
年

　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
四
号
。
以
下
「
期
末
勤
勉
手
当
規
則
」
と
い
う
。
）
第
一
条
第

　
　
　

三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間

　
　

ハ　

休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間
（
期
末
勤
勉
手
当
規
則
第
五
条
第
三
項
に
掲
げ
る
期
間
を
除
く
。
第

　
　
　

三
項
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

　

二　

公
益
法
人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十

　
　

号
。
以
下
「
公
益
法
人
等
派
遣
法
」
と
い
う
。
）
第
十
条
第
二
項
に
規
定
す
る
退
職
派
遣
者
（
以
下

　
　

「
退
職
派
遣
者
」
と
い
う
。
）
で
あ
っ
た
期
間
（
育
児
介
護
休
業
法
第
五
条
の
規
定
に
よ
る
育
児
休

　
　

業
の
期
間
を
除
く
。
）

２　

育
児
休
業
条
例
第
五
条
の
二
第
二
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
次
に
掲
げ
る
期
間
と

　

す
る
。

　

一　

次
に
掲
げ
る
負
傷
又
は
疾
病
に
よ
り
勤
務
し
な
か
っ
た
期
間

　
　

イ　

公
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
（
地
方
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
四
十
二
年
法
律

　
　
　

第
百
二
十
一
号
）第
二
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
ロ
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
　

に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病

　
　

ロ　

外
国
の
地
方
公
共
団
体
の
機
関
等
に
派
遣
さ
れ
る
職
員
等
の
処
遇
等
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
六
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十
三
年
熊
本
県
条
例
第
六
号
）
第
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
派
遣
職
員
の
派
遣
先
の
業
務
上
の
負

　
　
　

傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病

　
　

ハ　

公
益
法
人
等
派
遣
職
員
の
派
遣
先
団
体
（
公
益
法
人
等
派
遣
条
例
第
二
条
第
三
項
第
一
号
に
規

　
　
　

定
す
る
派
遣
先
団
体
を
い
う
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
若
し
く
は
退
職
派
遣
者
の
特
定
法
人

　
　
　

（
公
益
法
人
等
派
遣
法
第
十
条
第
一
項
に
規
定
す
る
特
定
法
人
を
い
う
。次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

　
　
　

に
お
け
る
業
務
上
の
負
傷
若
し
く
は
疾
病
又
は
労
働
者
災
害
補
償
保
険
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律

　
　
　

第
五
十
号
）
第
七
条
第
二
項
及
び
第
三
項
に
規
定
す
る
通
勤
に
よ
る
負
傷
若
し
く
は
疾
病

　

二　

公
益
法
人
等
派
遣
職
員
又
は
退
職
派
遣
者
で
あ
っ
た
期
間
の
う
ち
派
遣
先
団
体
又
は
特
定
法
人
に

　
　

お
い
て
勤
務
し
た
期
間

３　

育
児
休
業
条
例
第
五
条
の
二
第
三
項
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
休
暇
の
期
間
そ
の
他

　

勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
特
に
承
認
の
あ
っ
た
期
間
の
う
ち
、次
に
掲
げ
る
期
間
以
外
の
期
間
と
す
る
。

　

一　

地
方
公
務
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
育
児
休
業
を
し
て
い
た
期
間

　
　

及
び
教
育
公
務
員
特
例
法
第
二
十
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
大
学
院
修
学
休
業
を
し
て
い
た
期
間

　

二　

期
末
勤
勉
手
当
規
則
第
一
条
第
三
号
か
ら
第
六
号
ま
で
に
掲
げ
る
職
員
と
し
て
在
職
し
た
期
間

　

三　

休
職
に
さ
れ
て
い
た
期
間

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

熊
本
県
職
員
の
昇
給
停
止
年
齢
の
改
定
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
十
九
号

　
　
　

熊
本
県
職
員
の
昇
給
停
止
年
齢
の
改
定
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、熊
本
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例（
平

　

成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
六
十
四
号
。
以
下
「
一
般
職
員
給
与
条
例
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第

　

四
項
、
熊
本
県
立
大
学
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊

　

本
県
条
例
第
六
十
五
号
。
以
下
「
大
学
教
育
職
員
給
与
条
例
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
、

　

熊
本
県
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第

　

六
十
六
号
。
以
下
「
県
立
学
校
給
与
条
例
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
及
び
熊
本
県
市
町
村

　

立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊
本
県
条
例
第
六
十
七

　

号
。
以
下
「
市
町
村
立
学
校
給
与
条
例
改
正
条
例
」
と
い
う
。
）
附
則
第
四
項
の
規
定
に
基
づ
き
、
職

　

員
の
昇
給
停
止
年
齢
の
改
定
に
伴
う
経
過
措
置
に
関
し
、
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
一
般
職
員
給
与
条
例
改
正
条
例
附
則
第
四
項
前
段
等
の
規
定
に
よ
る
昇
給
）

第
二
条　

一
般
職
員
給
与
条
例
改
正
条
例
附
則
第
四
項
前
段
、
大
学
教
育
職
員
給
与
条
例
改
正
条
例
附
則

　

第
四
項
前
段
、
県
立
学
校
給
与
条
例
改
正
条
例
附
則
第
四
項
前
段
及
び
市
町
村
立
学
校
給
与
条
例
改
正

　

条
例
附
則
第
四
項
前
段
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
（
以
下
「
基

　

準
日
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
四
十
八
歳
を
超
え
、
五
十
五
歳
を
超
え
て
い
な
い
職
員
（
医
療
職
給
料

　

表　

の
適
用
を
受
け
る
職
員
（
以
下
「
特
例
職
員
」
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
基
準
日
に
お
い
て
五

（一）

　

十
歳
を
超
え
、
五
十
七
歳
を
超
え
て
い
な
い
職
員
）
と
す
る
。

第
三
条　

前
条
の
職
員
の
う
ち
、
基
準
日
に
お
い
て
五
十
三
歳
を
超
え
て
い
る
も
の
（
特
例
職
員
に
あ
っ

　

て
は
、
五
十
五
歳
を
超
え
て
い
る
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
五
十
五
歳
（
特
例
職
員
に
あ
っ
て
は
、
五
十

　

七
歳
）
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
（
以
下
「
昇
給
停
止
基
準
日
」
と
い
う
。
）
以
後

　

も
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
熊
本
県
一
般
職
の
職
員
等
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
六
年
熊
本

　

県
条
例
第
二
号
）
第
五
条
第
五
項
、
熊
本
県
立
大
学
教
育
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
八

　

年
熊
本
県
条
例
第
七
十
四
号
）
第
六
条
第
五
項
、
熊
本
県
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和

　

二
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
十
九
号
）
第
六
条
第
五
項
、
熊
本
県
市
町
村
立
学
校
職
員
の
給
与
に
関
す
る

　

条
例
（
昭
和
二
十
九
年
熊
本
県
条
例
第
二
十
号
）
第
六
条
第
五
項
及
び
熊
本
県
職
員
等
の
初
任
給
、
昇

　

格
、
昇
給
等
の
基
準
に
関
す
る
規
則
（
昭
和
三
十
二
年
熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
六
号
）
第
二
十
二

　

条
の
規
定
に
よ
る
昇
給
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
、
基
準
日
に
お
い
て
五
十
一
歳
を
超
え
、
五
十
三
歳
を

　

超
え
て
い
な
い
も
の
（
特
例
職
員
に
あ
っ
て
は
、
五
十
三
歳
を
超
え
、
五
十
五
歳
を
超
え
て
い
な
い
も

　

の
）
に
つ
い
て
は
、
昇
給
停
止
基
準
日
以
後
二
年
間
に
限
り
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
り
当
該
昇
給
を
さ

　

せ
る
こ
と
が
で
き
、
基
準
日
に
お
い
て
四
十
八
歳
を
超
え
、
五
十
一
歳
を
超
え
て
い
な
い
も
の
（
特
例

　

職
員
に
あ
っ
て
は
、
五
十
歳
を
超
え
、
五
十
三
歳
を
超
え
て
い
な
い
も
の
）
に
つ
い
て
は
、
昇
給
停
止

　

基
準
日
以
後
一
年
間
に
限
り
、な
お
従
前
の
例
に
よ
り
当
該
昇
給
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、

　

基
準
日
に
お
い
て
五
十
三
歳
を
超
え
て
い
な
い
職
員
（
特
例
職
員
に
あ
っ
て
は
、
五
十
五
歳
を
超
え
て

　

い
な
い
職
員
）
の
う
ち
、
昇
給
停
止
基
準
日
の
翌
日
か
ら
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
昇
給
を
さ
せ
よ
う
と

　

す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
又
は
そ
の
受
け
る
給
料
月
額
に
異
動
の
あ
っ
た
職

　

員
で
当
該
異
動
後
の
給
料
月
額
を
決
定
す
る
際
の
計
算
の
過
程
に
お
い
て
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
昇
給

　

を
し
た
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
よ

　

る
昇
給
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
一
般
職
員
給
与
条
例
改
正
条
例
附
則
第
四
項
後
段
等
の
規
定
に
よ
る
昇
給
）

第
四
条　

一
般
職
員
給
与
条
例
改
正
条
例
附
則
第
四
項
後
段
、
大
学
教
育
職
員
給
与
条
例
改
正
条
例
附
則

　

第
四
項
後
段
、
県
立
学
校
給
与
条
例
改
正
条
例
附
則
第
四
項
後
段
及
び
市
町
村
立
学
校
給
与
条
例
改
正

　

条
例
附
則
第
四
項
後
段
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
も
の
は
、
職
員
か
ら
引
き
続
き
人
事
交
流
等
に

　

よ
り
給
料
表
の
適
用
を
受
け
な
い
国
家
公
務
員
、
地
方
公
務
員
、
公
庫
の
予
算
及
び
決
算
に
関
す
る
法

　

律
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
九
十
九
号
）
第
一
条
に
規
定
す
る
公
庫
に
勤
務
す
る
者
そ
の
他
人
事
委
員
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会
の
定
め
る
こ
れ
ら
に
準
ず
る
者
（
以
下
「
国
家
公
務
員
等
」
と
い
う
。
）
と
な
り
、
引
き
続
き
国
家

　

公
務
員
等
と
し
て
勤
務
し
た
後
基
準
日
以
後
に
引
き
続
い
て
職
員
と
な
り
、
引
き
続
き
職
員
と
し
て
在

　

職
し
て
い
る
者
（
基
準
日
前
に
お
い
て
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
こ
と
が
あ
る
者
で
、
基
準
日
前
の

　

直
近
の
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
た
日
か
ら
当
該
引
き
続
い
て
職
員
と
な
っ
た
日
（
以
下
「
復
帰
日
」

　

と
い
う
。
）
ま
で
の
間
に
お
い
て
、
人
事
交
流
等
に
よ
り
国
家
公
務
員
等
と
し
て
勤
務
し
た
期
間
を
除

　

き
、
職
員
と
し
て
在
職
し
て
い
な
か
っ
た
期
間
が
な
い
も
の
に
限
る
。
）
の
う
ち
、
基
準
日
に
お
い
て

　

四
十
八
歳
を
超
え
、
五
十
八
歳
を
超
え
て
い
な
い
も
の
（
特
例
職
員
に
あ
っ
て
は
、
基
準
日
に
お
い
て

　

五
十
歳
を
超
え
、
六
十
歳
を
超
え
て
い
な
い
も
の
）
と
す
る
。

第
五
条　

前
条
の
職
員
の
昇
給
停
止
基
準
日
以
後
に
お
け
る
昇
給
に
つ
い
て
は
、
第
三
条
本
文
の
規
定
を

　

準
用
す
る
。
た
だ
し
、
基
準
日
に
お
い
て
五
十
三
歳
を
超
え
て
い
な
い
職
員
（
特
例
職
員
に
あ
っ
て
は
、

　

五
十
五
歳
を
超
え
て
い
な
い
職
員
）
の
う
ち
、
復
帰
日
が
昇
給
停
止
基
準
日
以
後
で
あ
る
職
員
で
当
該

　

復
帰
日
に
お
け
る
給
料
月
額
を
決
定
す
る
際
の
計
算
の
過
程
に
お
い
て
第
三
条
又
は
こ
の
条
の
規
定
に

　

よ
る
昇
給
を
し
た
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
、
昇
給
停
止
基
準
日
の
翌
日
か
ら
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
昇
給

　

を
さ
せ
よ
う
と
す
る
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
又
は
そ
の
受
け
る
給
料
月
額
に
異

　

動
の
あ
っ
た
職
員
で
当
該
異
動
後
の
給
料
月
額
を
決
定
す
る
際
の
計
算
の
過
程
に
お
い
て
第
三
条
又
は

　

こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
昇
給
を
し
た
こ
と
と
さ
れ
た
も
の
そ
の
他
人
事
委
員
会
の
定
め
る
職
員
に
つ
い

　

て
は
、
こ
の
条
の
規
定
に
よ
る
昇
給
を
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

　

（
雑
則
）

第
六
条　

第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
則
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

　

人
事
委
員
会
が
定
め
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

　

公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

　
　

平
成
十
四
年
三
月
四
日

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

熊
本
県
人
事
委
員
会
委
員
長　

中　

島　

伸　

之

熊
本
県
人
事
委
員
会
規
則
第
二
十
号

　
　
　

公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
規
則

　

（
趣
旨
）

第
一
条　

こ
の
規
則
は
、
公
益
法
人
等
へ
の
熊
本
県
職
員
等
の
派
遣
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成
十
三
年
熊

　

本
県
条
例
第
五
十
三
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。
）
第
二
条
第
一
項
及
び
第
二
項
第
三
号
、
第
九
条
、

　

第
十
条
、
第
十
一
条
第
三
号
並
び
に
第
十
九
条
の
規
定
に
基
づ
き
、
公
益
法
人
等
へ
の
職
員
の
派
遣
等

　

に
関
し
必
要
な
事
項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

　

（
派
遣
先
団
体
）

第
二
条　

条
例
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
団
体
は
、
別
表
第
一
に
掲
げ
る

　

団
体
と
す
る
。

　

（
職
員
派
遣
の
対
象
と
な
ら
な
い
職
員
の
特
例
）

第
三
条　

条
例
第
二
条
第
二
項
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
は
、
国
家
公
務
員
法
（
昭
和

　

二
十
二
年
法
律
第
百
二
十
号
）
第
五
十
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
官
職
に
正
式
に
採
用
さ
れ
て
い
た

　

者
又
は
地
方
公
務
員
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
六
十
一
号
）
第
二
十
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

　

り
熊
本
県
以
外
の
地
方
公
共
団
体
の
職
員
の
職
に
正
式
に
採
用
さ
れ
て
い
た
者
で
あ
っ
て
、
引
き
続
き

　

職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
も
の
と
す
る
。

　

（
派
遣
職
員
に
係
る
報
告
）

第
四
条　

任
命
権
者
は
、
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
の
五
月
一
日
以
後
の
一
年
間
に
お
い
て
条
例
第

　

二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
し
た
職
員
の
派
遣
先
団
体
の
名
称
、
派
遣
期
間
及
び
派
遣
先
団
体
に

　

お
け
る
処
遇
の
状
況
等
並
び
に
条
例
第
二
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
派
遣
さ
れ
た
職
員
で
あ
っ
て
当
該

　

期
間
内
に
職
務
に
復
帰
し
た
も
の
の
復
帰
後
の
処
遇
の
状
況
等
を
人
事
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の
と
す

　

る
。

　

（
特
定
法
人
）

第
五
条　

条
例
第
十
条
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
特
定
法
人
は
、
別
表
第
二
に
掲
げ
る
法

　

人
と
す
る
。

　

（
準
用
）

第
六
条　

第
三
条
の
規
定
は
、
条
例
第
十
一
条
第
三
号
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
職
員
に
つ
い
て
準

　

用
す
る
。

　

（
退
職
派
遣
者
に
係
る
報
告
）

第
七
条　

任
命
権
者
は
、
毎
年
五
月
末
日
ま
で
に
、
前
年
の
五
月
一
日
以
後
の
一
年
間
に
お
い
て
公
益
法

　

人
等
へ
の
一
般
職
の
地
方
公
務
員
の
派
遣
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
二
年
法
律
第
五
十
号
）
第
十
条

　

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
退
職
し
、
引
き
続
き
特
定
法
人
に
在
職
す
る
者
の
当
該
在
職
す
る
特
定
法
人
の

　

名
称
、
特
定
法
人
の
業
務
に
従
事
す
べ
き
期
間
及
び
処
遇
の
状
況
等
並
び
に
当
該
期
間
内
に
同
項
の
規

　

定
に
よ
り
職
員
と
し
て
採
用
さ
れ
た
者
の
採
用
後
の
処
遇
の
状
況
等
を
人
事
委
員
会
に
報
告
す
る
も
の

　

と
す
る
。

　
　
　

附　

則

　

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
五
条
か
ら
第
七
条
ま
で
の
規
定

は
、
同
年
三
月
三
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
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別
表
第
一
（
第
二
条
関
係
）

別
表
第
二
（
第
五
条
関
係
）
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区　
　
　
　
　
　
　
　

分

条
例
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
該
当

す
る
団
体

条
例
第
二
条
第
一
項
第
二
号
に
該
当

す
る
団
体

条
例
第
二
条
第
一
項
第
四
号
に
該
当

す
る
団
体

　
　

団

体

の

名

称

財
団
法
人
熊
本
開
発
研
究
セ
ン
タ
ー

財
団
法
人
熊
本
県
起
業
化
支
援
セ
ン
タ
ー

財
団
法
人
熊
本
県
下
水
道
公
社

財
団
法
人
熊
本
県
建
設
技
術
セ
ン
タ
ー

財
団
法
人
熊
本
県
建
築
住
宅
セ
ン
タ
ー

財
団
法
人
熊
本
県
雇
用
環
境
整
備
協
会

財
団
法
人
熊
本
県
ス
ポ
ー
ツ
振
興
事
業
団

財
団
法
人
熊
本
県
伝
統
工
芸
館

財
団
法
人
熊
本
県
農
地
管
理
公
社

財
団
法
人
熊
本
県
立
劇
場

財
団
法
人
熊
本
県
林
業
従
事
者
育
成
基
金

財
団
法
人
熊
本
さ
わ
や
か
長
寿
財
団

財
団
法
人
く
ま
も
と
テ
ク
ノ
産
業
財
団

財
団
法
人
く
ま
も
と
緑
の
財
団

財
団
法
人
グ
ラ
ン
メ
ッ
セ
熊
本

財
団
法
人
グ
リ
ー
ン
ピ
ア
南
阿
蘇

社
団
法
人
熊
本
県
畜
産
開
発
公
社

社
団
法
人
熊
本
県
物
産
振
興
協
会

社
団
法
人
熊
本
県
林
業
公
社

熊
本
県
住
宅
供
給
公
社

熊
本
県
道
路
公
社

熊
本
県
土
地
開
発
公
社

社
会
福
祉
法
人
熊
本
県
社
会
福
祉
事
業
団

日
本
下
水
道
事
業
団

財
団
法
人
熊
本
県
体
育
協
会

社
団
法
人
熊
本
県
観
光
連
盟

　
　

区　
　
　
　
　
　
　
　

分

条
例
第
十
条
第
一
号
に
該
当
す
る
特

定
法
人

　
　

団

体

の

名

称

天
草
エ
ア
ラ
イ
ン
株
式
会
社
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社
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成
十
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日
発
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